
答申第  208 号  

令和７年12月24日  

 

 兵庫県知事 齋 藤 元 彦 様 

 

 

情報公開・個人情報保護審議会    

会長 中 川 丈 久    

 

 

      住民基本台帳ネットワークに関する事務における 

特定個人情報ファイルの取扱いについて（答申） 

 

 令和７年11月28日付け諮問第143号で諮問のあった標記のことについて、当

審議会の意見を下記のとおり答申します。 

 

記 

 

１ 審議会の意見 

  住民基本台帳ネットワークに関する事務に関する特定個人情報保護評価書

（案）に記載された特定個人情報ファイルの取扱いについては、特定個人情

報保護評価指針（平成26年４月20日特定個人情報保護委員会告示第４号）に

定める実施手続等に適合していると認められること、当該評価書（案）の内

容は、指針に定める評価の目的等に照らし妥当であると認められることか

ら、適当と認める。 

 

２ 留意事項 

  住民基本台帳ネットワークに関する事務は、個人番号、個人の氏名（振り

仮名を含む。）、性別、住所（海外転出に係る情報を含む。）、生年月日等の個

人情報を大量に取り扱うものであることから、引き続き社会情勢の変化や技

術の進歩等を踏まえてセキュリティ対策に積極的に取り組むとともに、事務

従事者のセキュリティに対する意識を高めるべく啓発、教育を推進し、か

つ、指導、監督を徹底すること。また、委託先に対しても、監査、指導、監

督を徹底すること。 



 

（参考） 

審 議 の 経 過 

年 月 日 経      過 

令和７年11月28日 ・諮問書の受領 

令和７年12月16日 

第１部会（第118回） 

・実施機関の職員から意見聴取 

・審議 

令和７年12月24日 ・答申 

 

 主に調査審議に関与した委員 

  情報公開・個人情報保護審議会 第１部会 

部会長  淺 野  博 宣 

委 員  申    吉 浩 

委 員  鳥 井  真  次 

委 員  西 片  和 代 

委 員  西 上    治 




